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建設工事請負一般競争入札公告 

 

令和２年１月２７日 

 

学校法人 柴学園が発注する「（仮称）ふれあいしおどめ保育園新築工事」について、下記のとおり条

件付き一般競争入札を行うため公告します。 

 

学校法人 柴学園  

理事長 柴 明彦 

 

１ 入札対象工事 

(1) 工 事 名 （仮称）ふれあいしおどめ保育園新築工事 

 (2) 工事場所 茨城県守谷市本町字篭山７４１番地２の一部他 

 (3) 工  期 契約締結日の翌日から令和２年８月３１日まで 

 (4) 業 種 建築工事一式 

(5) 工事概要 構  造 : Ｓ造 地上２階建て 

              用  途 : 保育所 

       延床面積 : ５５７．０６ ㎡ 

       建築面積 : ３１５．５５ ㎡ 

 

２ 入札手続等の方法 

(1) 入札方法   条件付き一般競争入札 

(2) 最低制限価格 有 

(3) 入札予定価格 ２４５，０００，０００円（税別） 

(4) 入札保証金  無 

 

３ 契約の特定条件 

契約の履行については、「工事履行保証保険」に加入すること。 

 

４ 入札参加資格等 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第１６７条の４第１項の規定に該当していない者及

び同条第２項の規定に基づき地方公共団体の入札参加の制限を受けている者でないこと。 

(2) 建設業法第３条による許可を受けている者。 

(3) 入札の受付に関する公告の日から入札を実施するまでの期間において、建設業法による営業停

止の行政処分等を受けていない者。 

(4) 守谷市から入札参加停止措置を受けていないこと。 

(5) 守谷市から入札参加除外の措置を受けていないこと。 

(6) 茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けている期間中でな

いこと。 

(7) 正常な入札執行を妨げる等の行為を行う恐れがなく及び行わない者。 

(8) 対象工事に係る設計業務等の受注者でなく、又は当該設計業務等受注者と資本もしくは人事面
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において関連がない者。 

(9) 法人役員本人又はその親族に役員が就いている業者等は、入札に参加させないこと。 

(10) 以下のいずれにも該当しない者。 

i. 個人及び法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法

律第77号第2条第2号に規定する暴力団）に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の

構成員（以下「暴力団員」という。）であると認められる 

ii. 個人及び法人の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は暴力団

員に対して、金品、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められる 

iii. 個人及び法人の役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず暴力団又は暴力団員に対

して、金品、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められる 

iv. 個人及び法人の役員等が、暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非

難されるべき関係を有している 

v. 個人及び法人の役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、そ

の契約の相手方が有資格者であるかどうかにかかわらず、上記ⅰからⅳのいずれかに該当

する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められる 

(11) 茨城県建設工事入札参加資格審査要項に基づき，一般競争入札参加資格の認定を単体としてい

る者であること。 

(12) 茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けている期間中でな

いこと。 

(13) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事

再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこ

と。 

(14) 建築一式工事について，平成３１・３２年度茨城県建設工事入札参加資格者名簿に登載された

格付け等級がＳ等級であり,かつ総合点数が1,300点以上であること。 

(15) 一件の規模が３億円以上の社会福祉施設の建設工事について，茨城県内において元請として過

去５年以内に施工した実績があること。 

(16) 本工事に対応する建設業法（昭和24年法律第100号）上の許可業種(建築工事業)について、開

札日から１年７月前の日以降の日を審査基準日とする経営事項審査（建設業法第27条の23第1

項の規定による経営に関する客観的事項についての審査をいう。）を受けていること。 

(17) 本工事に対応する建設業の許可を有すること。 

(18) 建設業法第26条の規定に基づき、本工事に主任技術者又は監理技術者を配置出来ること。ただ

し、下請契約の総額が4,000万円以上となる場合は、監理技術者でなければならない。また、

請負代金の額が3,500万円以上となる場合に配置する技術者は、専任でなければならない。 

配置予定者は、入札参加申込み時の３ヵ月以上前の日から入札参加申込者が直接雇用している

社員であり、建築工事業に係る技術者の資格を有すること。 

(19) 本工事の公告日までに、健康保険法（大正11年法律第70号）に基づく健康保険、厚生年金保険

法（昭和29年法律第115号）に基づく厚生年金保険、雇用保険法（昭和49年法律第116号）に基

づく雇用保険に、事業主として加入している、又は法令の規定により適用除外を受けているこ

と。 

(20) 基準となる日時に特に指定のない場合は、公告日の前日において上記の条件を満たすこと。 

 

５ 競争参加資格確認申請書の提出と申込み 
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(1) 入札に参加を希望する者は下記の URLから競争参加資格確認申請書を取得すること。 

    取得先 : URL :https://00m.in/pcy9e 

(2) 競争参加資格確認申請書の提出 

  競争参加資格確認申請書の提出をもって、参加申込みとする。 

①受付期間 公告日から令和２年２月１２日（水）午後５時までの間 

②提出方法 一般書留郵便又はレターパック(配達記録が残るもの)にて郵送してください。他の

手段による提出は受け付けません。 

  ③提 出 先 〒340-0813埼玉県八潮市木曽根 1097-2番地 

                         学校法人 柴学園 理事長 柴 明彦 

        電話 048-997-8000 

 

６ 仕様書・設計図書等の公開 

(1) 仕様書・設計図書、入札書様式等は下記の URLにて公開する。 

ダウンロードキー（パスワード）については、競争参加資格確認申請書の提出をしたものに

対し、下記メールアドレス宛問い合わせにより返信いたします。 

 メールアドレス a_kushihi@gakuhou-shibagakuen.ac.jp 

    取得先 : URL : https://fire.st/vFsUPQE 

（2) 公開は、令和２年２月１３日（木）からとする。 

 

７ 日 程 

(1) 質疑回答 ①質疑期限 令和２年２月１７日（月）正午まで 

         ②提 出 先 メールにて受付 

             〒340-0813 埼玉県八潮市木曽根 1097-2番地  

                         学校法人 柴学園 理事長 柴 明彦 宛 

                   電話 048-997-8000 

                   ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ a_kushihi@gakuhou-shibagakuen.ac.jp 

回 答 日 令和２年２月２０日（木）１７時より 

下記の URLにて公開する。 

              URL : https://fire.st/vFsUPQE 

（2) 入札日時 令和２年２月２８日（金）１０時より 

(3) 入札会場 学校法人 柴学園 法人本部 

         住 所 埼玉県八潮市木曽根 1097-2番地 

         連絡先 電話 048-997-8000 

 

８ 落札事業者の決定 

(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を第一順位の落札候補者と

する。 

(2) 落札後であっても、後述する「入札の無効」のいずれかに該当することが判明した時、又は契約

締結までに入札参加資格の要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。 

(3) その場合、当該事業者を失格とし、次順位者について審査を行い、適正と認められた事業者を落

札事業者とする。 

 

https://00m.in/pcy9e
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９ 入札に関する注意事項 

 (1) この入札は、入札者が１者であっても開札を実施する。 

 (2) 入札書に記載する金額 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税にかかわる課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、

消費税及び地方消費税を除く金額を入札書に記載すること。 

 (3) 提出書類 

ア 入札金額見積内訳書を入札書提出の際に提出すること。 

イ 落札候補者が免税事業者である場合は免税事業者届出書を提出すること。 

(4) 入札回数 

１回目の入札で落札者のない場合、２回まで再度入札を行う。なお、入札書の引換え又は撤回を

することはできない。また、再度入札においては、「入札金額見積内訳書」の提出を必要としない。

尚、入札者が１者の場合は、再度入札は行わない。 

(5) 入札の辞退 

入札を辞退する時は、入札辞退届を提出し届け出ること。 

競争参加資格確認申請書を受付けた後であっても、入札を辞退することができる。なお、入札書

が不着の場合は辞退したものとする。開札時において辞退する場合は、入札書に「辞退」と記載し

たものを提出すること。 

(6) 建設業法等関係法令の遵守について 

入札にあたっては、建設業法等関係法令を遵守するとともに、設計図書等の記載事項並びに現場

を熟知のうえ入札すること。 

 (7) 独占禁止法等関係法令の遵守について 

入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）

等に違反する行為を行ってはならない。  

 (8) その他 

落札とすべき同額の入札をした者が２人以上いるときは、くじ引きにより落札候補者を決定す

る。なお、このくじは辞退することができない。 

 

１０ 入札の無効  

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

 (1) 入札参加資格のない者がした入札 

 (2) 競争参加資格確認申請書を提出しない者がした入札 

(3) 入札金額見積内訳書の添付のない入札及び入札金額見積内訳書の内容に不備のある入札 

 (4) 郵便、電報、電話、メール及びファクシミリ等による入札 

 (5) 談合その他不正行為があったと認められる入札 

 (6) 虚偽の競争参加資格確認申請書を提出した者がした入札 

 (7) ２つ以上の入札書を提出した入札 

 (8) 次に掲げる入札をした者 

ア 入札者の押印のないもの 

イ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印のないもの 

ウ 入札金額を訂正したもの 
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エ 押印された印影が明らかでないもの 

オ 記載すべき事項の記入のないもの、または記入した事項が明らかでないもの 

カ 代理人で委任状を提出しない者がしたもの 

キ 他人の代理を兼ねた者がしたもの 

 (9)その他入札の条件及び公告に示す事項に反した者がした入札 

 

１１ 契約方法等について 

 (1) 契約に関する細目は民間連合協定「工事請負契約約款」による。 

(2) 契約の履行にあたっては、発注者及び管理者の指示に従うとともに、県等から指導があった場合

は従うこと。 

(4) 一括下請け契約は行わないこと。 

(5) 本契約の締結は、法人理事会の承認を受けた日から 7日以内とする。落札者が 7日以内に契約の

締結が出来ない場合は、契約の意思がないものとみなし、2番目に低価格で入札した事業者と契約

することが出来る。 

 

１２ 支払条件  

 (1) 前金払 

契約時に契約金額の１０％以内（支払額に１万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。） 

 (2) 完了時残金払い 

補助金交付後 1週間以内に残りの契約金額 

 

１３ その他 

 (1) この公告に定めるもののほか、当該入札案件に係る入札及び契約手続きについては、規則等及び

設計図書等の定めるところによる。 

 (2) 落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。 

 (3) 入札参加者は、入札後、この公告、規則等、設計図書等及び現場等についての不明を理由として、

異議を申し立てることはできない。 
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別紙  

 

学校法人 柴学園（仮称）ふれあいしおどめ保育園新築工事 入札参加者提出書類 

 

１．入札参加資格の確認資料 

 ① 一般競争入札参加資格等確認申請書 

 ② 一般競争入札参加資格等確認資料 

③ 会社案内又は会社経歴書 

④ 開札日から１年７月前の日以降の日付を審査基準日とする経営規模等評価結果通知書・総合評

定値通知書の写し。（複数ある場合は、最新のものを提出すること。） 

⑤ 本工事の請負に際し、配置予定の技術者の資格者証、経歴書、健康保険被保険者証、その他入札 

 参加申込の３ヵ月以上前の日から直接の雇用関係があることを証する書類の写し(なお、監理技術 

者を配置する場合は、建築工事業に係る監理技術者の資格要件を満たすこと)。 

⑥ 「健康保険」、「厚生年金保険」及び「雇用保険」に加入していることを誓約する書類(誓約書 1)、

又は法令の規定により適用除外となっていることをこと誓約する書類(誓約書 2)。 

⑦ 本公告中に記載した条件に該当する施工工事実績を証明する書類。 

  ・必要書類 工事完了実績を証明する書類(工事カルテ及び工事検査結果通知書の写し) 

 

 

注) 各書類は２部提出してください。 

なお、提出された書類等は返却いたしません。 

 

 

 

 

 

問合せ先 学校法人 柴学園  櫛比 明子 

電話 048-997-8000 

メールアドレス：a_kushihi@gakuhou-shibagakuen.ac.jp 

注）メールのみにて受付 


